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議案 第２３７３号 

 

 

 

石巻広域都市計画臨港地区の変更について 

 

 

 
 
 
  

根拠条文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

      同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 



  

- 23 - 

石巻広域都市計画臨港地区の変更 

（宮城県決定） 

１ 計画書 

  石巻広域都市計画臨港地区を次のとおり変更する。 

名 称 面積 備考 

仙台塩釜港 

石巻港区 

臨港地区 

約 450.6 ㏊ 

分 区 

・商港区 約 67.6 ㏊ 

旅客又は一般の貨物を取扱わせることを目

的とする区域であり，上屋，倉庫，トラック

ターミナル，旅客用施設，海事関係官公署，

港湾その他の海事に関する理解増進を図るた

めの会議，展示施設等，これらに関する企業

の事務所等の施設及びこれらに関連する臨港

駅，駐車場，車庫等の施設並びにこれらのた

めに供せられる用地が大部分を占める地域。 

・工業港区 約 376.3 ㏊ 

工場その他工業施設を設置することを目的

とする区域であり，水際線を利用する工業の

用に供する工場敷地の全部，当該工業と関連

する事業の用地，及びこれらに関連する係留

施設及びこれらのために供せられる用地が大

部分を占める地域。 

・漁港区 約 0.7 ㏊ 

水産物を取扱わせ，又は漁船の出漁の準備

を行わせることを目的とした区域であり，漁

業関連施設，漁業関連係留施設，漁業関連の

事務所等，これらのために供せられる用地が

その区域の大部分を占める地域。 

・修景厚生港区 約 6.0 ㏊ 

景観を整備するとともに，港湾関係者の厚

生の増進を図ることを目的とする地域。 

 
２ 変更の理由 
  国際拠点港湾仙台塩釜港（石巻港区）の位置する本地区周辺は，令和元年

５月策定の「石巻広域都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」において，

「拠点型工業地」に位置付けられ，臨海型工業の集積，高度化を促進するこ

ととしている。 
  現在，臨港機能の充実を図るため，石巻港区の潮見町地区及び雲雀野地区

において公有水面の埋立が進められており，そのしゅん功した９．５ｈａの

地区について，仙台塩釜港港湾計画に基づき，現在の臨港地区と一体となっ

た適正な土地利用に誘導するため，臨港地区に追加するものである。 
  




